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資料 3 

相原地区資源ごみ処理施設の施設整備コンセプト 

 

「相原地区資源ごみ処理施設の施設整備コンセプト」の検討にあたっては、以下の３

つの視点を重視していきます。 

① これまでに市民の皆様から頂いた「市民のご意見・ご要望」からの視点 

② 施設整備に関する基本的な計画である「町田市資源循環型施設整備基本計画」から

の視点 

③ 都市計画マスタープランや町田市環境マスタープラン等の「まちづくりや環境に関

する各種の上位計画※」からの視点 

「相原地区資源ごみ処理施設の施設整備コンセプト」は、新しい施設の整備にあわせ

て、付帯機能の整備等をとおして周辺地域の魅力や価値をより一層高めることを目指

していくものとします。「相原地区資源ごみ処理施設の施設整備コンセプト」について

は、今後、公表していく「要求水準書（発注仕様書）」等に反映していくものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「相原地区資源ごみ処理施設の施設整備コンセプト」のイメージ 

 

※まちづくりや環境に関する各種の上位計画：ここでは、町田市都市計画マスタープ

ラン、第 2次町田市環境マスタープラン、町田市景観条例、町田市地域防災計画、

町田市緑の基本計画が該当します。 

 

 

 

 

 

１．市民の意見・要望 

 

  

 

 

 

 ３．まちづくりや環境に 

関する各種の上位計画 

 

 

 

 

２．町田市循環型施設 

整備基本計画 

相原資源ごみ処理施設の 
施設整備コンセプト 



2 

 

コンセプトの要素―１ 

新しい「ごみの資源化施設」の整備について、皆さまから頂いているご意見・ご要望 

・下表は、『要望書』（２０１４年１０月９日 地縁法人相原町大戸町会）を抜粋したも

のです。 

 

１．建設位置 

・施設の建設については、可能な限り真米トンネル方向の位置に移動させる 

２．搬入・搬出路 

・真米トンネル方向にする 

３．公害防止対策 

  ・ガス・揮発性有機化合物（ＶＯＣ）、騒音、振動、電波障害等の対策は万全にする 

  ・検査情報をリアルタイムで表示する表示板設置 

  ・施設内を把握することができるテレビカメラの設置 

  ・地域住民の定期的健康診断の実施 

４．環境整備 

（１）公園 

・地域には公園が無いため計画用地を可能な限り確保し、計

画用地内に地域住民・子供達が安心・安全に利用できる自

然型公園を確保し、地域に開放する 

・ゆくのき学園と連携を持った多様性に富んだ公園 

（２）災害対策 ・災害防止対策 

（３）下水道整備 ・市街化調整区域の住宅地まで下水道を整備 

（４）付帯施設 
・ごみ減量化等の展示施設と併設した郷土資料館の建設 

・休日、夜間に使用可能な多目的ホールの建設 

５．その他関連要望 

  ・地元大戸町会との協議をする運営委員会の設置 

  ・周辺道路の整備 

  ・災害時等住民が利用可能な重機等の配備 

  ・地域住民の優先的雇用 

  ・地元会館の整備 

  ・大戸町民の粗大ごみ受入れ 
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コンセプトの要素ー２ 

町田市資源循環型施設整備基本計画～新しい「ごみの資源化施設」の整備について～ 

・ 町田市では、新しい「ごみの資源化施設」のありかたについて、２０１１年５月に「町

田市資源循環型施設整備基本計画検討委員会」（以下、検討委員会と記載します。）を

組織し、市民と協議を重ねながら検討を進めて参りました。 

・ 検討委員会では、市民意見の募集および延べ１４回に及ぶ意見交換会が実施され、そ

れらもふまえた検討結果が、２０１２年１１月に市に報告されました。 

・ 町田市では、委員会からの報告を基本として、２０１３年４月に「町田市循環型施設

整備基本計画」を策定しました。その中で、新しい施設に求められる機能・役割につ

いて、次のように記載しています。 

求められる機能・役割 

“ごみの資源化施設は、施設から生みだされるエネルギーを有効活用し、環境負荷の低

い施設とすることのみならず、環境学習及びコミュニティ活動や防災の拠点となるな

どの機能を併せ持つことも期待されている。” 

 

１．防災機能 

  熱回収施設等は、災害時に発生した災害ごみを適正処理することで災害時の復旧支援を

図れるように整備する。特に震災など災害発生時は施設の安全を確認後、自立的にかつ速

やかに運転を開始し、熱回収施設から供給できる電気や温水等を利用できるよう、防災拠

点としての機能整備を図る。 

資源ごみ処理施設は、災害に備えて、防災備蓄倉庫機能等を持たせるなど、防災拠点とし

ての役割を果たせるように整備する。 

 

２．環境学習・ごみ減量啓発機能 

  資源化及び減量化推進活動の拠点・環境学習の場としての機能を確保する。 

環境学習機能…循環型社会形成施設の位置づけと情報発信の場の提供 

体験等の学習機能…イベントの実施や学校との連携 

 

３．市民協働 

     施設整備に関して市民協働の場を設ける。 

 

４．景観への配慮 

緑地の面積を最大限確保し、緑が多く景観に配慮したデザインとする。 

 

※ 枠内：『町田市資源循環型施設整備基本計画～新しい「ごみの資源化施設」の整備について～』

（2013年４月町田市）第10章より抜粋
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コンセプトの要素ー３ 

まちづくりや環境に関する各種の計画 

・次に示す計画を考慮し、コンセプトに反映します。 

 

計画の名称 概要 

町田市都市計画マスタープラン 都市計画法第 18 条の 2 の規定に基づいて市町村

が策定する「市町村の都市計画に関する基本的な

方針」で、都道府県が定める「都市計画区域に関す

る整備、開発及び保全の方針」と市の基本構想に即

して定めた計画。 

第 2次町田市環境マスタープラン 町田市で目指す｢望ましい環境像｣を提示し、その

「望ましい環境像」を実現するための基本目標と

基本目標を達成するための達成目標、環境施策、計

画の推進体制、進行管理について定めた計画。 

町田市景観計画 町田市の良好な景観づくりを目指して、地域の資

源や特徴に配慮した景観づくりの進め方を定めた

計画。 

町田市緑の基本計画 緑地の適正な保全や緑化の推進さらには公園緑地

の整備に関して、その将来像、目標などの緑のある

べき姿とそれを実現するための施策などを定め

る、緑とオープンスペースに関する総合的な計画。 

町田市地域防災計画 町田市・東京都及び防災に関係する機関や、その他

市民が持ちうる全機能を発揮し、市民の生命、身体

及び財産を災害から保護することを目的として定

めた計画。 
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町田市都市計画マスタープラン（抜粋） 
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町田市都市計画マスタープラン実施方針編（抜粋） 



7 

 

 第二次町田市環境マスタープラン（抜粋） 

 

基本目標  
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町田市景観条例（抜粋） 

 

１．基本理念 

市の景観の特徴となっている、「自然景観」、「まち並み景観」、「文化的・歴史的景観」、

「生活・活動の景観」は、どれも市民の生活と深い関わりを持ちながら培われ、人々と

共に育まれてきた「生活風景」です。  

市では、そうした「生活風景」を市民が主役となって守り、つくり、育てていくことによ

り、市民だけではなく、市に関わりをもつ人、市を訪れる人も含めて、“生活風景に魅力

と豊かさを感じられるまち”を目指した景観づくりに努めます。 

 

２. 基本目標  

第１章で整理した市の特徴的な景観の要素である「自然景観」、「まち並み景観」、「文化

的・歴史的景観」、「生活・活動の景観」を踏まえて、４つの基本目標を設定し、それぞれ

の視点から多面的に景観づくりに取り組み、基本理念である「生活風景に魅力と豊かさ

を感じられるまち」の実現を目指します。  
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町田市緑の基本計画（抜粋） 
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町田市地域防災計画（抜粋） 
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町田市地域防災計画（抜粋・・・つづき） 

 

 

 


